
雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、食料品、電気料金等の物価高騰の影響を受けている市民及び事業者

等の負担を軽減するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、臨

時的な措置として市水道を利用していない世帯等に対し、予算の定めるところにより雲

仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金（以下「支援金」という。）を支給するこ

とについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「支援金」とは、前条に規定する目的を達するため、市によっ

て支給される金銭をいう。 

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 市水道 雲仙市が給水する水道をいう。 

（２） 地区水道 地区水道組合その他の団体が管理・運営する水道施設をいう。 

（３） 地区水道組合 地区水道を管理し、当該地区水道の利用者から料金を徴収する

団体をいう。 

（４） 自己水源 井戸その他の生活用水（飲用に供するものに限る。以下同じ。）と

して利用される市水道及び地区水道以外の水源をいう。 

（支援金の支給対象者） 

第３条 支援金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

（１） 市内に所在する地区水道組合に加入し、市水道を利用しない世帯の世帯主又は

事業者 

（２） 市内に住所を有し、生活用水として自己水源のみを利用している世帯の世帯主 

（支援金の額） 

第４条 支援金の額は、月額７７０円とする。 

（支援金の支給対象期間） 

第５条 支援金の支給対象となる期間（以下「支給対象期間」という。）は、令和８年４月

から令和９年３月までの１２箇月間とする。 

２ 支給の対象となる月は、支給対象期間の各月初日を基準日として判定するものとする。 

（支援金の支給申請） 

第６条 支援金の支給を受けようとする者は、令和８年４月１日から令和９年３月１日ま

での間に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１） 雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給申請書兼請求書（様式第１

号） 

（２） 本人確認書類の写し 

（３） 支援金の振込口座が確認できる通帳等の写し 

（４） その他市長が必要と認める書類 

（支援金の支給決定） 

 

 

 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支援金を



支給することを決定したときは雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給決

定通知書（様式第２号）により、支援金を支給しないと決定したときは雲仙市地区水道

等料金負担軽減対策事業支援金不支給決定通知書（様式第３号）により、通知するもの

とする。 

（支援金の支給） 

第８条 市長は、前条の規定により支援金の支給を決定したときは、次の各号に掲げる区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める月に支援金を支給するものとする。ただし、令和

８年１０月以降に市が受け付けた申請については、令和９年３月に全支給対象期間分を

一括して支給するものとする。 

（１） 令和８年４月から令和８年９月までの支給分 令和８年１０月 

（２） 令和８年１０月から令和９年３月までの支給分 令和９年３月 

（支援金の変更申請） 

第９条 支援金の支給決定を受けた者は、支給対象要件に係る事実に変更が生じた場合に

は、遅滞なく雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給変更申請書（様式第４

号）に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて支援金の支給

決定を変更し、雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給変更決定通知書（様

式第５号）により通知するものとする。 

（支援金の返還） 

第１０条 市長は、支援金の支給を受けた者が、虚偽その他不正な手段により支援金の支

給を受けたと認めるときは、支給した支援金の全部又は一部を返還させることができ

る。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ 虚偽その他不正な手段により支援金の支給を受けた者の支援金の返還については、第

１０条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号(第６条関係) 

 年  月  日 

  雲仙市長         様 

 

雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給申請書兼請求書 

 

 

 雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給要綱第６条の規定に基づいて申請及

び請求をします。なお、申請及び請求に当たって、偽りその他不正な手段により支援金の

支給を受けた場合は、支給を受けた支援金の全額又は一部を速やかに返還いたします。 

 

【申請者】 

（世
帯
主
又
は
事
業
者
） 

申
請
者 

(ふりがな) 

 

氏 名 

 

生年月日 

 

大正 ・ 昭和 ・ 平成 

 

 年  月  日 

            

 
 代理人（        ） 

住 所 
〒                  日中に連絡可能な電話番号  

        TEL                 

利用している水源 □（      ）地区水道組合   □井戸水などの自己水源 

【同意・誓約事項】各項目のチェック欄(□)に『レ』を入れてください。 

 

 

 
 

 

【申請額・請求額】 

月額 ７７０円 

【申請額・請求額内訳】支給要件に該当する月には〇を該当しない月は×を記入してください。 

年 月 支給該当 年 月 支給該当 年 月 支給該当 

令和８年４月  令和８年８月  令和８年１２月  

令和８年５月  令和８年９月  令和９年１月  

令和８年６月  令和８年１０月  令和９年２月  

令和８年７月  令和８年１１月  令和９年３月  

【×にする理由】 

※チェック欄(□)に『レ』を入れてください。その他の場合は理由を記入してください。 

☐市水道に接続するため 

☐雲仙市外に転出するため   ☐その他（                   ） 

 

【受取口座】 次の金融機関口座への振込みを希望します。 

金融機関名 支 店 名 
 口座番号 

（右詰めでお書きください。） 

フリガナ 

口座名義 
 1.銀行 2.金庫 

 
3.信組 4.信連 
 
5.農協 6.漁協 
 
7.信漁連 
 
8.ゆうちょ 

 

本・支店 

 

1普通 

２当座 

 

※ゆう

ち ょ 銀

行 の

場 合

は 省

略 

         

 

支店コード 

   

 

☐ 市内の地区水道組合に加入し、市水道を利用していない、又は生活用水（飲用）として自

己水源のみを利用していることに相違ありません。 

☐ 市が保有する住民基本台帳及び水道情報等を支給要件確認のため利用することに同意しま

す。 

☐ 同一の住所地において他に申請があった場合は、私が代表者として対応します。 



様式第２号(第７条関係) 

 

雲仙市指令 第   号 

 

 

雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給決定通知書 

 

    

申請者 住 所 

氏 名           

法人にあっては名称及び 

代表者の氏名 

        

 

  年 月  日付けで申請のあった雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金の支

給については、雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給要綱第７条の規定によ

り次のとおり支給することに決定したので通知します。 

※毎月初日を基準日として支給要件の確認を行います。 

 なお、市水道に接続した場合や転出、死亡などにより支給対象要件に変更が生じた場合

は、速やかに支給変更申請書（雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給変更申

請書(様式第４号)）を提出してください。 

 

  年  月  日 

 

 

   雲仙市長    □印     

 

記 

 

支給決定 月額７７０円（  年 月分 から   年 月分まで） 

 

支給の時期 

 本支給金は毎月初日を基準日として支給要件を確認し、支給対象期間に応じて年２回に

分けて支給します。 

支給対象期間 支給時期 

令和８年４月分から令和８年９月分まで 令和８年１０月 

令和８年１０月から令和９年３月分まで 令和９年３月 

 ただし、令和８年１０月以降に市が受け付けた申請については、令和９年３月に全支給

対象期間分を一括して支給します。 

（備考） 

  

 

 

 



様式第３号(第７条関係) 

 

 

雲仙市指令 第   号 

 

 

  雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金不支給決定通知書 

 

    

申請者 住 所 

氏 名           

法人にあっては名称及び 

代表者の氏名 

        

 

  年 月  日付けで申請のあった雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金の支

給については、雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給要綱第７条の規定によ

り次のとおり不支給とすることに決定したので通知する。 

 

 

  年  月  日 

 

 

   雲仙市長    □印     

 

記 

 

不支給の理由                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号(第９条関係) 

 

  年  月  日 

 

 

  雲仙市長  様 

 

 

申請者 住 所 

氏 名           

法人にあっては名称及び代表

者の氏名 

                        ※変更前の支援金受給者名 

（             ） 

連絡先（℡）              

 

 

雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給変更申請書 

 

 

   年  月  日付け雲仙市指令第  号で支援金の支給の決定の通知があった雲仙

市地区水道等料金負担軽減対策事業について、下記事由により事業等の内容の変更をした

いので、雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給要綱第９条第１項の規定に基

づき関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１．支給対象月が変更になる事由 

□転出又は転居（   年 月 日） 

□死亡（   年 月 日） 

□市水道に接続したため（   年 月 日） 

□その他 

 （                                    ） 

 

２．その他の変更事由 

 （                                    ） 

 

関係書類 

  その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 



様式第５号(第９条関係) 

 

雲仙市指令 第  号 

 

 

雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給変更決定通知書 

 

 

申請者 住 所 

氏 名            

法人にあっては名称及び代表

者の氏名 

 

   年  月  日付け雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給変更申請に

ついては、雲仙市地区水道等料金負担軽減対策事業支援金支給要綱第９条第２項の規定に

より、同要綱第６条の規定による  年  月  日付け雲仙市指令  第  号の支給

決定の一部を下記のとおり変更したので通知する。 

 

 

      年  月  日 

 

 

雲仙市長        

 

 

記 

 

1 変更前     月額７７０円（  年 月分 から   年 月分まで） 

 

 

2 変更後     月額７７０円（  年 月分 から   年 月分まで） 

※本変更は、転出、市水道への接続その他の理由により、支給対象要件に変更が生じたこ

とによるものです。 

支給の時期 

 本支給金は毎月初日を基準日として支給要件を確認し、支給対象期間に応じて年２回に

分けて支給します。 

支給対象期間 支給時期 

令和８年４月分から令和８年９月分まで 令和８年１０月 

令和８年１０月から令和９年３月分まで 令和９年３月 

 ただし、令和８年１０月以降に市が受け付けた申請は、令和９年３月に全支給対象期間

分を一括して支給します。 

※毎月初日の支給要件の確認を行います。 

（備考） 

 


